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被害者警 察

①

・被害者の手引の交付
・民間団体についての説明 ②

③

・口頭

・書面

要請

確認

危機介入的支援④

・被害者の氏名、連絡先等
・犯罪被害の概要 ⑤

提供

又は

・対応可能な曜日、時間帯
・対応可能な被害者の範囲
（罪種・居住地域）
・提供可能な援助の種類等
　についてあらかじめ通知

民間被害者支援団体

都道府県
公安委員会
指定

◎公的認証による社会的信用
が高まる
（被害者等が安心して援助を
受けられる）

◎警察から援助に必要な情報
が提供されることにより能動
的なアプローチができる

犯罪被害者等
早期援助団体

警察と犯罪被害者等早期援助団体

特定公益増進法人等

都道府県知事
認定

平成 18年 7月現在
9団体

平成 18年 7月現在
5団体

寄附金控除等の対象
となる特定公益増進
法人及び相続財産を
贈与した場合に相続
税が非課税となる法
人の範囲に加えられ
る

☆被害者等に対する援助の必要性に
関する広報活動及び啓発活動

☆犯罪被害等に関する相談
☆犯罪被害者等給付金の裁定の申
　請補助
☆物品の供与又は貸与、役務の提供
その他の方法による被害者等の援
助

犯罪被害等の早期の軽減に資する
事業を適正かつ確実に行うことが
できると認められる非営利法人
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